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研究成果の概要：職業裁判官と裁判員との協働が求められる裁判員制度において、裁判員の関

与が単なるお飾りではない実質的なものとなるための諸条件について検討を加えた。これによ

れば、職業裁判官は、専門家として審理の進行を適切に整序し、協働の前提となる裁判員の理

解を促進することに注力すべきとされる一方、裁判員の側でも、社会生活上の経験をふまえつ

つも、報道等により形成される予断に左右されることなく、審理において現れた証拠と法に基

づき、それらの評価をめぐる裁判官との議論を経て、判断に到達しようとする姿勢が求められ

る。裁判員制度が目的として掲げる司法に対する信頼の確保は、こうした過程が十全に機能す

ることによってよりよく果たされるものと考えられる。 
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１．研究開始当初の背景 
 
 刑事司法への国民参加の可能性を開く裁
判員制度の導入に際し、これまで基本的には
職業法律家によって担われることを前提と
してきたわが国の刑事手続、及びこれを支え
る法制度は、その基本的な立場も含めて変革
に直面している。とりわけ、法律の専門家で
ない裁判員にとってわかりやすい司法を実
現し、その参加を実質的に意義のあるものと
するために、公判手続の基本的な構造に影響

する制度改革が、刑事訴訟法の改正、とりわ
け公判審理手続の充実・迅速化を企図する公
判前整理手続の導入により行われ、またこれ
にとどまらず、運用の局面でも更なる工夫が
求められる。 
 
 
２．研究の目的 
 
新たな状況への対応が、適正・公平を旨と

する刑事手続の基本的原則をないがしろに



するものであってはならないことはいうま
でもない以上、刑事手続において保障される
べき基本的な諸価値が、そうした措置が取ら
れることによりどの程度制約を迫られるか、
といった点からの検討が不可欠である。その
ため、本研究は、参加の実質化に向けた立法
的・ないし解釈論・運用上の考えられる対応
の妥当性を検証する前提として、基本的な原
則の意義及び射程に改めて検討を加え、その
現代的な状況における意義を明らかにする
ことを、その目的とするものである。 

 より具体的には、以下の通りである。 
 
(1)公判審理への関与を実質化する措置の妥

当性の検証 
 裁判員制度の導入を契機とし、その参加を
実質化し、またその前提として公判審理を充
実・迅速化する措置として、公判前整理手続
において争点整理が行われ、またそのための
証拠開示制度が整備されることとなった。い
うまでもなく、こうした措置については、制
度としてのみならず、実際の運用の局面で行
われる個別具体的な手続ないし処分につい
ても、その妥当性が問われる必要があろう。
本研究は、公判手続の基本的な構造の意義を
改めて明確にしたうえで、制度それ自体のみ
ならず、そのもとで行われる具体的な処置に
ついても、その妥当性に検討を加える判断枠
組を定立することを、その具体的な目的の一
つとする。 
 
(2)判決形成への関与を実質化する措置のあ

り方の検討 
 また、裁判員がいかに審理に実質的に参加
し、その内容を理解しえたとしても、その後
裁判員が職業裁判官と共に判決を形成する
際に、そのための協議が実質的に両者の意見
を参照して行われるものでなければ、国民に
参加を求める意義は著しく減殺されてしま
う。この点に鑑み、判決形成を含めて関与を
実質化させる措置について検討することも、
本研究の具体的な目的の一つである。 
 
 
３．研究の方法 
 
 公判審理手続に対する国民参加のあり方
を論じた文献資料および書籍を収集すると
同時に、国内の研究者との議論を通じて、国
民参加制度を巡るわが国の議論についての
基本的な視座を獲得した。並行して、既に国
民参加制度を導入している諸外国、特にアメ
リカ、ドイツを中心として、国民参加制度を
採用することに伴って、公判審理において生
起している具体的な問題点についても調査
し、検討を加えた。 
 また、実務家の問題関心に配慮するため、

機会を捉えて実務家と交流し、かつこれを維
持するべく、裁判官等の実務家と共同して開
催している神戸大学判例刑事法研究会、ある
いは東京大学刑事判例研究会に参加し、実務
上の問題点について意見交換を行うととも
に、裁判員の関与についての率直な意見を聞
く機会を設け、研究の進展に際して参考にし
た。なお、実務関係者から意見を聴取するに
際しては、守秘義務等に配慮して、事前の調
査を徹底し、質問事項を工夫した。 
 そのほか、各裁判所で実施されている裁判
員裁判の模擬裁判を傍聴する機会を得て、裁
判官による審理の進行や、評議における裁判
員の議論の様子などを観察し、分析に役立て
た。 
 
 
４．研究成果 
 
(1)裁判員制度と報道の自由 
 
①報道により国民の間に予断が形成される
おそれと、これに対する対処の在り方 

 
 裁判員が公判審理を経て、裁判に関与する
に際しては、法と証拠、そしてこれらをめぐ
って裁判官、裁判員との間で交わされる議論
に基づいて判断を下す姿勢が求められる。し
かし他方で、事実認定者が事前に報道に接し、
事件に対する醸成される一定の見方に強く
影響されると、証拠に基づく事実認定という
要請が形骸化させられるおそれが生じる。こ
の点を踏まえ、とりわけ職業的訓練を受けて
いない裁判員との関係で、その関与を報道に
より生じる偏見に左右されない実質的なも
のとするために、報道機関、司法機関、そし
て国民の側に、どのような意識が求められる
かについて検討を加えた。 
 具体的には、本研究期間において、報道の
自由の意義と刑事手続におけるその位置づ
けについて検討を加える一方（後掲研究業
績：書籍①）、この成果を踏まえて、とりわ
け裁判員制度との関係で、報道機関による報
道の位置づけ、報道に求められるあり方、そ
して、潜在的には裁判員となりうる、報道の
受け手である国民に求められる姿勢を明ら
かにした（後掲研究業績：雑誌論文④）。 
 この研究は、一方において裁判員制度施行
後は、とりわけ刑事事件の事実関係をめぐる
報道において、報道機関に謙抑的な姿勢が求
められるという議論が高まる中において、報
道内容に対する直接的な規制を設けること
の当否を検討し、これに消極の判断を示しつ
つも、他方で、報道機関の有する社会的な影
響力と、これに対する規範的な評価をふまえ
る形で、報道機関に最低限求められる報道姿
勢の在り方を、相当程度具体的に示すことが



できたもので、この問題についての現実的な
解決策を示したものとして、評価に値するも
のと思われる。また、本業績の示した報道の
位置づけは、今後、報道機関、国民の側で、
報道の在り方を考える際の手がかりともな
ろう。 
 
②憲法上、刑事手続上の報道の自由の位置づ 
 け 
 また、報道の自由そのものの刑事手続にお
ける位置づけについて検討を加えた業績（後
掲研究業績：書籍①）は、刑事手続法のみな
らず、憲法、メディア法分野の最新の業績に
ついて、諸外国（ドイツ連邦共和国およびア
メリカ合衆国）の動向も踏まえつつ調査し、
かつ検討を加えたものである。異なる分野に
またがる問題であり、個別の事案処理を手が
かりとした検討が加えられるにとどまって
いた問題領域について、掘り下げた検討を加
えるとともに、問題状況を把握するための大
きな枠組みを提示した業績であり、その意義
は大きいものと思われる。本業績を通じて明
らかになった、憲法上および刑事手続法上の
報道機関の位置づけは、今後も、報道機関の
あり方を考える上で基礎とされるべきもの
であり、実際、先述したとおり、裁判員制度
との関係を検討する際にも有意義な分析枠
組を提供するものとなった（後掲研究業績：
雑誌論文④）。 
 
(2)裁判官による判断の理由付けの妥当性 
 
 裁判員による関与が要請される裁判にお
いても、職業裁判官のみが判断を下すべきと
される事項が存在する。これらの事項につい
て適切な判断を下すことは、裁判員制度導入
後も同様に必要不可欠なことであると共に、
裁判員が関与できない判断であるがゆえに、
その理由付けは裁判員にも提示可能な分か
りやすいものであることが求められるとも
考えられる。このような観点から、裁判例に
おいてその処理が問題とされた技術的な事
項（後掲研究業績：雑誌論文①および②）に
ついて、その理由付けおよび理論的な位置づ
けについて検討を加えた。 
 これらの検討はきわめて技術的なもので
はあるが、司法制度がそれ自体として説明可
能な理由付けに依拠して運営されているこ
と、および、そのことに対する国民からの信
頼を確保するための、いわば基礎的な作業と
しての意義を認めることができよう。 
 
(3)裁判員の関与しない制度の構想に際して
の配慮 
 
 また、裁判員制度の下でも、種々の考慮か
ら、裁判員が関与する可能性のある手続は限

定的なものとされている。しかし、その関与
が過度に限定的なものとされるならば、司法
制度に対する信頼を増進するという裁判員
制度の目的の実現にとって望ましい事態と
はいえまい。そのため、ある手続について、
裁判員の関与を除外する可能性を検討する
に当たっては、裁判員制度の趣旨目的もふま
えた検討が必要となる。この点、本研究期間
中、とりわけ捜査手段としての司法取引の導
入可能性を検討した論考（後掲研究業績：雑
誌論文③）では、裁判員制度と同様、公判審
理に対する国民の関与可能性を認めながら
も、国民が手続に関与する以前の段階におけ
る、司法取引による手続打切りないしこれに
類似する運用を行っている諸外国（ドイツ連
邦共和国およびアメリカ合衆国）の議論状況
を踏まえつつ、司法取引の結果公判請求され
ない、あるいは免訴判決の対象とされること
によって、一定の重大事件が裁判員、および
検察審査会による関与のプロセスから除外
される可能性をもふまえつつ、その適否につ
いて検討を加えた。 
 司法取引をめぐる議論自体が活発とはい
えない中、裁判員制度の導入によって司法制
度が転換点を迎えていることを踏まえて、そ
の当否について現実的な検討を加えた点に、
本業績の意義が認められるものと思われる。
また、本業績は、今後その他の新たな捜査手
法の導入の当否を検討するに際しても、踏ま
えられるべき視点を提示したものというこ
とができよう。 
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